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（４）利用料金表（～令和３年度） 

森の都ならここの里では、令和４年度に料金改定を実施しました。 

 下記の表は、料金改定以前の令和３年度までの利用料金表です。別紙５「(株)森の都ならここ 決算

報告書」の各年度の売上高は、下記の料金体系での営業による売上です。 

区分 単位 金額 

バンガロー Ｓ棟 宿泊 １棟 １泊 9,000円   
日帰り １棟 １日 4,500円 

Ａ棟 １号～10号 宿泊 １棟 １泊 5,960円 

日帰り １棟 １日 2,980円 

11号～15号 宿泊 １棟 １泊 7,330円 

日帰り １棟 １日 3,660円 

Ｃ棟 宿泊 １棟 １泊 10,260円 

日帰り １棟 １日 5,130円 

Ｋ棟 宿泊 １棟 １泊 13,930円 

日帰り １棟 １日 6,960円 

Ｎ棟 宿泊 １棟 １泊 7,110円 

日帰り １棟 １日 3,550円 

キャンプサ

イト 

一般サイト テント持込料 宿泊 １張 １泊 1,250円 

日帰り １張 １日 620円 

駐車料金 宿泊 １台 １泊 1,350円 

日帰り １台 １日 730円 

キャンピング

カー 

宿泊 １台 １泊 6,280円 

日帰り １台 １日 3,130円 

ＡＣ電源付サイト 宿泊 １泊 6,280円 

日帰り １日 3,130円 

コテージ ５人以下 １棟 １泊 26,180円 

６人以上12人以下 １棟 １泊 
26,180円に利用者１人につき

1,030円を加算した額 

テニスコート １面 １時間 300円 

工作室（木工芸体験機械） 中学生以上 １人 １回 250円 

小学生以下 １人 １回 100円 

林業協業活動拠点施設 大会議室 

和室（16畳） 

和室（14畳） 

午前 １部屋 2,930円 

午後 １部屋 2,930円 

夜間 １部屋 2,930円 

１泊 １部屋 10,470円 

料理実習室 半日 2,930円 

温泉会館 中学生以上 １人 １回 510円 

３歳以上小学生以下 １人 １回 300円 

コインシャワー 小学生以上 １人 １回 150円 

備考 

１ 学校（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の学校をいう｡)の教育計画に基づく学校行事

に参加する者がバンガロー、コテージ又はテニスコートを使用する場合における利用料金の額は、

この表に掲げる利用料金の額に２分の１を乗じて得た額（その額に100円未満の端数が生じたと

きは、これを切り上げた額）とする。 

２ コテージを使用する場合における利用料金の額は、小学生以上を１人として算定する。 

３ 「中学生」とは、中学校に在学する生徒又はこれに準ずる者をいう。 

４ 「小学生」とは、小学校に在学する児童又はこれに準ずる者をいう。 


